
一般社団法人吉備高原オープンイノベーション協会 

正会員（社員）資格規程 

 

（本規程の範囲） 

第１条  本規程は、当協会に正会員（定款上は社員）として入会する者が、正会員

として行う一切の行為に適用する。 

 

（入会申込） 

第２条  当協会の入会を希望する個人又は法人は、当協会宛に所定の入会申込書を

提出する。 

  

（入会金及び会費の支払い）  

第３条  入会金は、100,000 円とし、会費は、年 100,000 円とする。  

２   年会費の対象期間は、継続している正会員は、当協会の事業年度の４月１

日から翌年３月３１日までとし、初めて入会した正会員は、当協会が正会員

宛てに入会の承認メールを発信した日から当協会の事業年度末日までとす

る。 

３   年会費の支払いは、当協会が正会員宛てに発行する請求書に基づき、年会

費対象期間の開始から１ヶ月以内に、当協会の指定銀行口座に振り込まなけ

ればならない。 

４   当協会事業年度の途中で入会した場合の年会費は、以下の通りとする。入

会日付は、当協会が正会員宛てに入会の承認メールを発信した日付とする。 

⑴ ４月１日から同年９月末日までに入会した場合の年会費は、前１項に規

定する年会費の全額とする。 

⑵ １０月１日から翌年３月末日までに入会した場合の年会費は、前１項に

規定する年会費の２分の１とする。 

５   当協会が正会員から受領した入会金及び年会費は、その理由を問わず返金

しない。  

 

（正会員資格有効期間）  

第４条  正会員資格有効期間は、前第６条により支払った年会費の対象期間とする。  

２   正会員が、正会員資格有効期間を１ヶ年間延長する場合は、当協会が正会

員宛てに発行する年会費の請求書に基づき、４月末日までに年会費を支払う

こととし、以後も同様とする。 

 

（正会員資格の喪失） 



第５条  正会員は、次の各号の一に該当する場合は正会員資格を喪失する。 

⑴ 退会したとき。 

⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 

⑶  当該正会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 

⑷  会費等の支払義務を１年以上履行しなかったとき。 

⑸  除名されたとき。 

⑹  総正会員が同意したとき。 

２   正会員は、前項各号によって正会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか

当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければならない。 

 

（退会） 

第６条  正会員は、退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に届け出て退

会することができる。但し、１ヶ月以上前に当協会に対し予告するものとす

る。 

 

（変更の届出） 

第７条  正会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等、当協会への届出

事項に変更が生じた場合には、遅滞なく文書又は電子メールにより変更手続

を行うものとする。 

２   当協会は、正会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不

利益については一切の責任を負わない。  

 

（正会員の権利と義務） 

第８条  正会員は、協会が行う全ての行事へ参加することができる。 

２   正会員は、社員総会での議決権を有する。 

３   正会員は、理事会が設置する委員会に参加することができる。 

４   正会員は、当協会の目的を達成するため、それに必要な経費を、社員総会

の議決により負担する義務を負う。 

５   正会員は、入会時、別に定める基金取扱規程により、任意で基金を拠出す

ることができる。 

 

【付則１】 

本規程は、令和３年４月１日より施行する。 

  



【付表１】 

■種別、権利及び義務並びに入会金・会費 

 

種別 権利及び義務 入会金・会費 

正会員 協会の目的に賛同する法人又は個人。 

協会が行う全ての行事への参加が可能で、正

会員総会での議決権を有する。 

理事会が設置する委員会への参加が可能。 

協会の経費を、社員総会の議決により負担す

る義務を負う。 

入会金：100,000 円 

会費：100,000 円/年 

 

 

■基金の拠出 

正会員は、「基金取扱規程」により、任意で基金を拠出することができる。 

 

【付則２】 

■特典 

●イノベーションヒルズ構想実現に向けた動向、活動情報の提供を受けることができ

ます。 

●国内外のイノベーション関連技術、動向に関する情報の提供を受けることができま

す。 

●イノベーションヒルズで活動するプロジェクト、スタートアップの発表会、交流会

への参加及び提携、支援の優先交渉が可能で、そのサポートが受けられます。 

●当協会の事業・交流会を通じ、同業種以外の幅広い人脈を作ることができます。 

●当協会が主催、共催、協賛するイベント、シンポジウム、セミナーに正会員価格（無

料の場合もあります）で優先参加することができます。 

●当協会の名称、ロゴマーク等を、善意をもって使用が可能です。 

●当協会ホームページ、パンフレット、その他広報物に社名、ロゴマークを掲載させ

ていただきます。 

 


